
Webページ制作(ウェブスタ CMS)業務委託約款 新旧対照表 

変更前 変更後 

第 7 条（支払い） 

（中略） 

4. 月額費用の課金開始日は、前条の規定による検収完了の翌月 1 日と

する。 

第 7 条（支払い） 

（中略） 

4. 月額費用の課金開始日は、前条の規定による検収完了の翌々月 1 日

とする。 

スターティア株式会社 

 

2020年 8月 17日 制定 

2020年 12月 14日 改訂 

2021年 4月 29日 改訂 

スターティア株式会社 

 

2020年 8月 17日 制定 

2020年 12月 14日 改訂 

2021年 4月 29日 改訂 

2021年 6月 28日 改訂 

 

以上 


